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報告事項１ 平成２７年度事業報告  

 

当公社は，神戸市内における水道の円滑な利用促進と適正かつ合理的な維持管理を行うために

必要な事業を行い，もって神戸市水道事業の合理的な運営と市民福祉の向上に寄与することを目

的として昭和40年に設立され，先行管の布設，期間満了メーターの取替，管工事などの事業を実

施してきた。 

昭和60年に神戸市において市民皆水道が達成されたのを契機に，当公社の事業も従来の管工事

主体から水道メーターの検針・徴収業務，施設管理など管理的業務に重点を移してきており，平

成23年度からは水・インフラ整備に関する国際貢献事業を，平成24年度からは受水槽の適正管理

に関しての検査・啓発事業を新たに始めるなど，当公社の技術的能力を活用した事業に取り組ん

でいる。 

しかしながら，近年の経済情勢及び神戸市の厳しい財政状況等の影響を受けて，事業の大半を

占める神戸市からの受託事業は，業務量及び受託単価の両面において引き下げられてきた。それ

に加え，検針業務の民間委託の拡大など神戸市において委託業務の見直しが行われ，検針業務に

関しては平成25年度に完全に競争性が導入されるに至り，中部センター・垂水センター管内の検

針業務は地元企業と当公社の共同企業体が落札し，当該業務を担当することとなった。 

さらに，平成25年度には，水道局において，神戸市水道サービス公社事業に関するあり方検討

委員会が設置され，平成26年２月に「水道サービス公社事業のあり方に関する意見」がとりまと

められた。当公社では，同意見書の内容を真摯に受け止め，当公社の経営環境の変化と時代の要

請に的確に対応できるよう，同意見書において集中改革期間として設定された５年間を計画期間

とする新たな中期経営計画（平成26年度～平成30年度）を平成26年９月に策定し，本計画を公社

経営改革の道筋として，公民連携の推進，競争性導入への対応，新規事業の開拓及び人材育成な

どの取り組みを行っている。 

既に，その後の競争性の導入に対しては，地元企業と当公社の共同企業体が西部センター・垂

水センター管内戸建住宅の満了メーター取替業務，東部センター・中部センター管内の満了メー

ター取替業務を落札したほか，神戸市水の科学博物館の指定管理者公募に対しても，地元企業，

地元ＮＰＯ法人及び当公社による共同企業体を結成し応募を行った結果，次期指定管理者に選定

され，平成28年４月より当該業務を担当することとなった。 

平成27年度決算は，前年度と比較して，検針・徴収事務事業収入の減等により，事業収益が約

４千万円減少するなど公社を取り巻く経営環境が大きく変化する中，経営の効率化を目的とした

特別損失（メーター取替出先事務所撤去費用及び早期退職割増金）を計上したため，当期純損失

となったが，給与水準の見直しの実施，高齢嘱託職員，非常勤嘱託職員の活用等による人件費の

抑制，物件費の削減，及び新規事業の開拓等の経営改善に努めた結果，営業損益・経常損益の黒

字転換を達成することができた。 

今後とも，業務量に見合った効率的な執行体制の構築，高齢嘱託職員，非常勤嘱託職員の活用

など，当公社の経常費用の約６割を占める人件費の削減に努め，あわせて，一層の物件費の削減，

業務効率向上策の実施等，徹底的な経営改善策を積み重ねるとともに，新たな収益源の涵養に努

め，神戸市水道事業の合理的な運営と市民福祉の向上に寄与していく。 



3 

 

（１）期間満了メーターの取替 

計量法により検定有効期間が８年と定められている水道メーターを期限到来前に取り替えた。 

事業量   １０５，０６１件 

 

（２）水道施設の管理 

① 水道施設用地の草刈・植栽の剪定業務の監理 

水道施設用地の草刈及び樹木の剪定業務の調整・監督業務等を行った。 

② 駐車場の経営 

平成26年度からは公社所有用地を活用した事業のみを行った。 

③ その他 

淡路島への暫定給水に伴う神戸市側（明石海峡大橋添架管を含む。）の送水管及び淡路島内の

一部送水施設の維持管理業務を行った。 

 

（３）メーター検針・徴収事務 

① メーター検針 

水道料金・下水道使用料の計算の基礎とするため，２か月毎にメーターの検針を行い，使用

水量及び料金を同時に使用者に通知した。 

事業量 ２，４２６，０４５件 

② 未納整理事務等 

納期限が過ぎた未納料金について戸別訪問等により納付を督促し，収入の確保にあたるとと

もに，転宅時の現場精算事務等を行った。 

事業量   １４０，５１１件 

③ その他 

不着返送納付書の原因調査及び再配布等を行った。 

 

（４）その他の事業 

① 給水管データ更新業務 

給水管等の維持管理に必要な給水管データの追加，修正を管路情報管理システムにより行っ

た。 

② 配管詳細図の整備 

管路情報管理システムの効率的活用を図るため，配管詳細図をＣＡＤシステムにより作成し

た。 

③ 給水設計台帳システム管理業務 

水道局各センターにおいて，給水設計書・各種承諾書の入力を行った。 

④ 不断水穿孔工事の監理 

不断水穿孔工事の調整・監督業務を行った。 

⑤ 簡易水道施設の採水及び点検 

民営簡易水道について水質試験のための採水及び施設点検等を行った。 
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⑥ 水・インフラ整備に関する国際貢献 

水・インフラ整備の海外展開を志向する地元企業等からの支援要請に基づき，事業計画，施

設整備，事業運営，維持管理運営，危機管理等に関するアドバイス，コンサルティング等を行

った。また、水道局とともに取り組んでいる水インフラ事業の一環として，ＪＩＣＡ課題別研

修の委託業務を新たに受託し，都市上水道の浄水・水質に関する研修を行った。 

⑦ 受水槽の適正管理 

定期検査の実施推進など受水槽の適正管理とともに直結給水化も含めて啓発活動を行った。

また，適正な管理が円滑に実施されるよう検査機関として定期検査等を実施した。 

 ⑧ 集合住宅の漏水修繕等 

宅内水まわりの相談窓口として「集合住宅の水回り相談センター」を設置し，集合住宅の漏

水修繕，水道設備改修に関するアドバイス・コンサルティング等を行った。 

⑨ 国内事業体支援 

 県下の水道事業体が抱える体制縮小・技術継承などの課題に対応するため，事業体の新たな

ニーズを把握しながら，公社の技術力を活かした業務受託に向けた取り組みを行った結果，県

内水道事業体の工事設計施工監理業務，工事監理業務及び指定工事事業者を対象とした研修業

務等を実施した。 

⑩ 浄水場管理 

平成 30 年度以降の浄水場の運転管理業務の受託に必要となる実務経験や資格要件を取得す

るため，浄水場運転管理業務を実施している民間企業への職員派遣を行った。
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報告事項２ 平成２７年度公益目的支出計画実施報告書について 

 

平成２７年度公益目的支出計画実施報告書 
 

一般財団法人神戸市水道サービス公社 

 

１．平成 27年度の概要 

 １．公益目的財産額 359,590,497 円 

 ２．当該事業年度の公益目的収支差額 （（１）＋（２）−（３））   23,189,354 円 

  （１）前事業年度末日の公益目的収支差額 15,672,662 円 

  （２）当該事業年度の公益目的支出の額 7,516,692 円 

  （３）当該事業年度の実施事業収入の額 0 円 

 ３．当該事業年度末日の公益目的財産残額             336,401,143 円 

 ４．２の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 

計画策定時点の見込みに比べ、継１における公益目的支出の額が見込みを下回る一方、公１に

おける公益目的支出の額が見込みを上回ったため、当該事業年度末日の公益目的収支差額が計画

における見込額を上回ったものである。 

なお、公益目的収支差額については、計画との差は 143,762 円であるが、今後の事業規模から

みても、現時点においては計画期間に影響を及ぼすものではないと考える。 

 

【公益目的支出計画の状況】 

公益目的支出計画の 

完了予定事業年度の末日 

 （１）計画上の完了見込み 平成 72 年 3 月 31 日 

 （２）（１）より早まる見込みの場合  

 

 
前事業年度 当該事業年度 翌事業年度 

計画 実績 計画 実績 計画 

公益目的財産額 359,590,497 円 359,590,497 円 359,590,497 円 359,590,497 円 359,590,497 円 

公益目的収支差額 15,363,728 円 15,672,662 円 23,045,592 円 23,189,354 円 30,727,456 円 

公益目的支出の額 7,681,864 円 7,626,031 円 7,681,864 円 7,516,692 円 7,681,864 円 

実施事業収入の額 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 

公益目的財産残額 344,226,769 円 343,917,835 円 336,544,905 円 336,401,143 円 328,863,041 円 
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２．実施事業（公益目的事業）の状況等 

事業番号 事業の内容 

公 1 
小規模受水槽及び給水設備について、所有者等による適正な維持管理の実施に向けた

啓発活動等を行う事業 

 

（１）計画記載事項 

事業の概要 

（事業の趣旨） 

本事業は、小規模受水槽及び給水設備の所有者又は管理者に、その適正な維持管理を促すこと

により、安全、安心な水道を実現し、市民福祉の向上を図ることを目的とする。 

（事業の背景等） 

容量 10m3 以下の小規模受水槽のうち、容量が３m3 を超えるものは、定期点検（年１回）の

実施が神戸市受水槽衛生管理指導要綱により義務づけられているが、特に罰則はなく、また３m3

以下のものは同要綱でも努力義務にとどまっている。そのため、これら小規模受水槽の定期点検

の受検率は非常に低く、水質検査などが定期的に行われていないものが多い。 

また、集合住宅の配管などの給水設備は、当該集合住宅の所有者が管理するものとされている

が、計画的な設備改修が行われず、老朽化に伴う漏水の可能性が高まっている。 

本事業は、小規模受水槽及び集合住宅の配管などの給水設備の適正な維持管理の重要性を所有者

又は管理者に認識してもらうための啓発活動等を行うものである。 

（事業の特徴） 

小規模受水槽等の管理状況は特にデータベース化されておらず、それらを網羅的に把握、啓発

する事は民間営利事業者では困難である反面、公社では概ねすべての対象に対して事業実施が可

能である。 

また、実施にあたっては、啓発パンフレットを作成し、適正管理の重要性を周知するだけでな

く、受水槽及び給水設備の維持管理に関する技術的能力を有効に活用することにより、実態に即

した啓発を行う。 

啓発活動は、適正な維持管理の重要性を所有者等に認識してもらうものであり、公社での受検

等を促す目的で実施するものではない。 

（事業の内容） 

小規模受水槽の適正管理啓発及び集合住宅における給水設備の適正管理啓発 

（実施内容） 

１．小規模受水槽の適正管理啓発 

受水槽の維持管理について技術的能力を有する公社職員が個別訪問し、定期検査の実施を勧奨

することにより、受水槽の水質維持を図る。また、より水質の維持を確保しやすい方法として、

受水槽を使用せず直接住戸に給水する直結給水化への切替えも提案する。 

２．集合住宅における給水設備の適正管理啓発 

給水設備の維持管理について技術的能力を有する公社職員が個別訪問し、給水設備改修計画の
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立案とその実施について助言等することにより、老朽化した給水設備の更新を促進する。 

（事業実施のための財源） 

なし 

（事業に必要となる資産） 

なし 

（１）当該事業に係る公益目的支出の見込額 2,664,318 円 

（２）当該事業に係る実施事業収入の見込額 0 円 

 

（２）当該事業年度の実施状況 

事業の実施状況について 

１．受水槽等の適正管理啓発等事業 

（１）小規模受水槽設置者に対する適正管理啓発 

ア．小規模受水槽の設置者に対して、戸別訪問を実施。 

訪問件数：45 件（垂水区内） 

イ．公社の受水槽清掃単価契約業者に啓発パンフレット配布 

業者数：６社 

ウ．公社の受水槽清掃依頼者に対する直接訪問及び啓発パンフレット配布 

訪問件数：149 件、パンフレット配布件数：149 件 

（２）集合住宅における給水設備の適正管理啓発 

集合住宅の管理者に対する啓発パンフレット配布（すまいるネットを利用） 

パンフレット配布件数：3,500 件 

（１）当該事業に係る公益目的支出の額 6,554,243 円 

（２）当該事業に係る実施事業収入の額 0 円 

（３）（（１）−（２））の額      6,554,243 円 

（４）当該事業に係る損益計算書の費用の額 6,554,243 円 

（５）当該事業に係る損益計算書の収益の額 0 円 

（１）及び（２）に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由 

計画との収支の差 3,889,925 円は、人件費の増により公益目的支出の額が増加したためである。 

 

（３）実施事業資産の状況等 

番

号  

資産の

名称 

時価評価資産の算

定日の時価 

移行後に取得した場

合の取得価額 

前事業年度末日

の帳簿価額 

当該事業年度末日

の帳簿価額 

使用の

状況 

  0 円 0 円 0 円 0 円  
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【実施事業収入の額の算定について】 

損益計算書の科

目 

（１）損益計算書

の収益の額 

（２）実施事業収

入の額 
（２）の額の算定に当たっての考え方 

 0 円 0 円  

 

【公益目的支出の額の算定について】 

損益計算書の科

目 

（１）損益計算書

の費用の額 

（２）公益目的支

出の額 
（２）の額の算定に当たっての考え方  

施設管理事業 

受水槽適正 
6,554,243 円 6,554,243 円 

異なる費用科目はないため左記は同額で

ある。 

計 6,554,243 円 6,554,243 円  

 

３．実施事業（継続事業）の状況等 

事業番号 事業の内容 

継 1 
水・インフラ整備の海外展開を志向する地元企業等に対して技術的な指導又は助言を

するなどの支援を行う事業 

 

（１）計画記載事項 

事業の概要 

（事業の趣旨） 

 本事業は、浄水場などの水・インフラ施設の整備又は維持管理事業の実施に関して海外展開を

志向する地元企業等の支援を行うことにより、もって地元企業等の振興を図ることを目的とす

る。 

 欧米などの海外企業には水道事業を行うものが多数あり、水・インフラ施設の整備又は維持管

理にノウハウを有しているが、地元企業等にはそのような実績がないことから、そのようなノウ

ハウに乏しい地元企業等が海外において水・インフラ施設の整備又は維持管理事業を実施可能と

なるよう支援する。 

（内容） 

 浄水場などの水道施設の整備又は維持管理について技術的能力を有する公社職員より、具体的

な整備内容を前提としない一般的な内容について、事業実施可能性などの初歩的な面での技術的

な指導又は助言を行う。 

 これまで、水質試験所の設置にあたって必要となる管理運営体制についての助言、海外で布設

する水道管について、必要となる品質、規格についての相談に応じている。 

（対象） 

 基本的には、神戸市と水・インフラ整備に関する相互協力協定を締結した地元企業等を原則と

するが、地元企業等であれば、それにとらわれず、幅広く相談に応じる。 
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（実施時期） 随時 

（実施方法） 技術的能力を有する公社職員による面談 

（指導料） 無料 

（事業実施のための財源） なし 

（事業に必要となる資産） なし 

（１）当該事業に係る公益目的支出の見込額 1,141,546 円 

（２）当該事業に係る実施事業収入の見込額 0 円 

 

（２）当該事業年度の実施状況 

事業の実施状況について 

実施企業：株式会社３社 

実施時期：平成 27 年 10 月及び平成 28 年３月 

（１）当該事業に係る公益目的支出の額 962,449 円 

（２）当該事業に係る実施事業収入の額 0 円 

（３）（（１）−（２））の額      962,449 円 

（４）当該事業に係る損益計算書の費用の額 962,449 円 

（５）当該事業に係る損益計算書の収益の額 0 円 

（１）及び（２）に記載した額が計画に記載した額と異なる場合、その内容及び理由 

計画との収支の差 179,097 円は、人件費の減により公益目的支出の額が減少したためである。 

 

（３）実施事業資産の状況等（事業単位ごとに作成してください。） 

番

号 

資産の

名称 

時価評価資産の算

定日の時価 

移行後に取得した場

合の取得価額 

前事業年度末日

の帳簿価額 

当該事業年度末日

の帳簿価額 

使用の

状況 

  0 円 0 円 0 円 0 円  

 

【実施事業収入の額の算定について】 

損益計算書の科目 
（１）損益計算書の

収益の額 

（２）実施事業収

入の額 

（２）の額の算定に当たっての考え

方 

 0 円 0 円  
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【公益目的支出の額の算定について】 

損益計算書の科目 
（１）損益計算書の

費用の額 

（２）公益目的支出

の額 

（２）の額の算定に当たって

の考え方 

調査・システム管理等事業

支出 

水・インフラ（自主） 

962,449 円 962,449 円 
異なる費用科目はないため、

左記は同額である。 

計 962,449 円 962,449 円  

 

４．その他 

別表 A【公益目的支出計画実施期間中の収支の見込みについて】 

（１）その他の主要な事業について 

変更の内容及び公益目的支出計画の実施に対する影響等 

該当なし 

（２）資産の取得や処分、借入について 

実施内容（計画の変更内容）及び公益目的支出計画の実施に対する影響等 

該当なし 

 

別表 B【引当金等の明細】 

（１）実施事業に係る引当金 

該当なし 

（２）（１）以外の引当金のうち、算定日において計上していたもの 

 

（３）「その他支出又は保全が義務付けられているもの」としたもの 

該当なし 

  

目的使用 その他

267,909,378円 円 120,891,704円 円 147,017,674円

27,136,150円 24,133,725円 27,136,150円 円 24,133,725円

番号

引当金の名称 目的

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高

1
退職給付引当金 職員の退職給付を行ったため。

2
賞与引当金 職員の賞与支給を行ったため。
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５．監査報告書 
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第１号議案 平成２７年度決算に係る貸借対照表及び損益計算書の承認について 

 

１．正味財産増減計算書（損益計算書） 

（平成27年４月１日～平成28年３月31日 単位 円） 

 

科　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1)経常収益

事業収益 778,045,709 815,404,137 △ 37,358,428

期間満了ﾒｰﾀｰ取替事業収入 236,681,211 247,843,951 △ 11,162,740

施設管理事業収入 29,879,721 31,267,939 △ 1,388,218

検針・徴収事務事業収入 429,782,998 476,070,312 △ 46,287,314

調査・ｼｽﾃﾑ管理等事業収入 81,701,779 60,221,935 21,479,844

雑収益 12,583,101 3,519,736 9,063,365

受取利息 490,271 379,536 110,735

雑収入 12,092,830 3,140,200 8,952,630

(2)経常費用

事業費 732,750,609 802,244,644 △ 69,494,035

期間満了ﾒｰﾀｰ取替事業支出 220,861,413 234,280,610 △ 13,419,197

施設管理事業支出 30,499,880 41,059,914 △ 10,560,034

検針・徴収事務事業支出 417,321,511 476,129,100 △ 58,807,589

調査・ｼｽﾃﾑ管理等事業支出 64,067,805 50,775,020 13,292,785

管理費 41,803,647 43,672,323 △ 1,868,676

一般管理費 41,695,007 42,039,557 △ 344,550

営業外費用 108,640 1,632,766 △ 1,524,126

当期経常増減額 16,074,554 △ 26,993,094 43,067,648

２．経常外増減の部

(1)経常外収益（特別利益） 0 24,922,739 △ 24,922,739

その他特別利益 0 24,922,739 △ 24,922,739

(2)経常外費用（特別損失） 67,838,439 0 67,838,439

その他特別損失 67,838,439 0 67,838,439

当期経常外増減額 △ 67,838,439 24,922,739 △ 92,761,178

税引前当期一般正味財産増減額 △ 51,763,885 △ 2,070,355 △ 49,693,530

法人税、住民税及び事業税 172,000 172,000 0

当期一般正味財産増減額 △ 51,935,885 △ 2,242,355 △ 49,693,530

一般正味財産期首残高 332,663,716 334,906,071 △ 2,242,355

一般正味財産期末残高 280,727,831 332,663,716 △ 51,935,885

Ⅱ　正味財産期末残高 280,727,831 332,663,716 △ 51,935,885
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（参考）期間損益計算書 

（平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 単位 円） 

 

（単位：円）

科　　　　　　　　　　　目 金　　　　　額

売　　　　　上　　　　　高 778,045,709

期間満了メータ ー取 替事 業売 上高 236,681,211

施 設 管 理 事 業 売 上 高 29,879,721

検 針 ・ 徴 収 事 務 事 業 売 上 高 429,782,998

調 査 ・ シ ス テ ム 管 理 等 事 業 売 上高 81,701,779

売　　  上　  　原  　　価 696,019,573

売 上 総 利 益 82,026,136

販売費及び一般管理費 78,426,043

営 業 利 益 3,600,093

営    業    外    収    益 12,583,101

受 取 利 息 490,271

雑 収 入 12,092,830

営    業    外    費    用 108,640

雑 損 失 108,640

経 常 利 益 16,074,554

特　　　別　　　利　　　益 0

特　　　別　　　損　　　失 67,838,439

そ の 他 特 別 損 失 67,838,439

税 引 前 当 期 純 利 益 △ 51,763,885

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 等 172,000

当 期 純 利 益 △ 51,935,885
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２．貸借対照表 

（平成28年3月31日現在 単位 円） 

 

当年度 前年度 増減

Ⅰ  資産の部

１．流動資産

現金預金 332,721,698              515,284,193              △182,562,495           

未収金 115,964,095              57,418,063                58,546,032                

貯蔵品 808,382                    881,024                    △72,642                   

前払金 1,935,800                  1,714,100                  221,700                    

流動資産合計 451,429,975              575,297,380              △123,867,405           

２．固定資産

その他固定資産

建物 300,000                    64,225,930                △63,925,930             

構築物 8,545,000                  14,021,975                △5,476,975               

工具器具備品 19,631,350                13,543,150                6,088,200                  

減価償却累計額 △22,474,678             △67,423,367             44,948,689                

土地 10,719,000                10,719,000                                              

電話加入権 1,862,160                  1,862,160                                                

敷金保証金 2,183,680                  2,376,800                  △193,120                 

長期性預金 10,000,000                10,000,000                                              

投資有価証券 80,500,000                80,500,000                                              

その他固定資産合計 111,266,512              129,825,648              △18,559,136             

固定資産合計 111,266,512              129,825,648              △18,559,136             

資産合計 562,696,487              705,123,028              △142,426,541           

Ⅱ  負債の部

１．流動負債

未払金 106,517,444              75,192,746                31,324,698                

未払費用 1,498,512                  1,157,341                  341,171                    

未払法人税等 172,000                    172,000                                                  

前受金 98,280                      136,080                    △37,800                   

預り金 2,240,801                  333,097                    1,907,704                  

賞与引当金 24,133,725                27,136,150                △3,002,425               

流動負債計 134,660,762              104,127,414              30,533,348                

２．固定負債

預り保証金 290,220                    422,520                    △132,300                 

退職給付引当金 147,017,674              267,909,378              △120,891,704           

固定負債計 147,307,894              268,331,898              △121,024,004           

      負債合計 281,968,656              372,459,312              △90,490,656             

Ⅲ  正味財産の部

１．一般正味財産

一般正味財産 280,727,831              332,663,716              △51,935,885             

正味財産合計 280,727,831              332,663,716              △51,935,885             

負債及び正味財産合計 562,696,487              705,123,028              △142,426,541           

科　　目
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３．監査報告書 
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第２号議案 監事２名の選任について 

 

監事全員（２名）について，本評議員会終結の時をもって任期満了となるため，

定款第１４条第１号に基づき，下記の候補者を選任する。 

 

記 

 

候補者 

番号 
氏  名 

略歴，この法人における地位・担当 

及び他の法人等における主な役職 

1 
森田
も り た

 成
しげ

敏
とし

 

重任 

平成２６年６月 当法人 監事就任 

            現在に至る 

㈱みなと銀行 地域戦略部 理事 部長 

2 
和氣
わ け

 大輔
だいすけ

 

重任 

平成２５年４月 当法人 監事就任 

            現在に至る 

公認会計士 
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Ⅰ 公社の概要 
 

１．名 称 一般財団法人 神戸市水道サービス公社 
 

２．所 在 地 神戸市須磨区大池町５丁目６番30号 
 

３．設立年月日 

設立許可   昭和40年８月13日 

設立登記   昭和40年８月26日 

名称変更登記 昭和60年７月22日 

名称変更登記 平成25年４月１日 
 

４．出 資 金 110,000千円 

出資者 出資年度 出資理由 出資額 

神戸市 昭和40年度 設立のため 5,000千円 

神戸市 昭和46年度 事業量増大に対処するため 5,000千円 

神戸市 平成21年度 経営基盤強化のため 100,000千円 

 

 ５．機   構                      平成 28 年 6 月 1 日現在 

  

評議員 管理課長 管理係長
瓦田太賀四 ＊ 田中　保男 課長事務取扱
安田　義秀
藤原　正廣 経理係長
水口　和彦 経営計画 担当課長 課長事務取扱

＊ 大野　克彦
理事長 事業企画係長

竹田　尚弘 山浦　宏二

常務理事 営業課長 営業係長
＊ 山本　裕光 ＊ 茂泉　元男 石田　秀夫

理  事 水インフラ担当係長
　 山本　久五 公民連携担当課長 ＊ 空中　博

根来　司 ＊ 中島　稔
企画運営係長
＊ 三ツ石　勉

理　事 施設管理係長 兼
中塚　弘明 三浦　文雄 務
児玉  成二

工務課長 工事係長
監　事 (山本　久五) ＊ 井上　和也

森田　成敏
和氣　大輔 主査

＊ 空中　博

水の科学博物館長 副館長
(根来　司) 川口　隆司

＊は、神戸市水道局派遣職員（再任用職員を含む。）

（参考資料） 
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６．役職員数（常勤） 

   平成28年6月1日現在（単位：人）  

区分 

課 

常 勤 

役 員 
課長級 係長級 

事 務 

職 員 

技 術 

職 員 

嘱 託 

職 員 
計 

管  理  課 ２(１) ２(２) １ １ １ ４ １１(３) 

営  業  課  １(１) １   ３７ ３９(１) 

公民連携担当課  １(１) ２(２) １  １ ５(３) 

工  務  課 １  ２(１)  １１ １５ ２９(１) 

水の科学博物館 １  １    ２ 

計 ４(１) ４(４) ７(３) ２ １２ ５７ ８６(８) 
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Ⅱ 一般財団法人神戸市水道サービス公社定款 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は，一般財団法人神戸市水道サービス公社（英語名 Kobe Water  

Service Corporation）と称する。 

（事務所） 

第２条 この法人は，主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は，神戸市内における水道の円滑な利用の促進と適正かつ合理的な維

持管理を行うために必要な事業を行うとともに，その技術的能力を活用して国内外の

水道事業を支援し，もって神戸市水道事業の合理的な運営と市民福祉の向上に寄与す

ることを目的とする。 

（事業） 

第４条 この法人は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

⑴ 水道事業に関する調査研究 

⑵ 住宅団地の受水装置の適正管理啓発及び維持管理業務の受託 

⑶ 水道事業の事務，工事及び管理業務の受託 

⑷ 簡易水道の経営及び技術相談 

⑸ 国内外の水道事業の事業者への技術指導及び助言等 

⑹ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

第３章 資産及び会計 

（事業年度） 

第５条 この法人の事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

（事業計画及び予定損益計算書等） 

第６条 この法人の事業計画書,予定損益計算書及び予定貸借対照表については，毎事

業年度開始の日の前日までに，理事長（第20条に規定する理事長をいう。以下同じ。）

が作成し，理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も，同様とす

る。 

２ 前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置

くものとする。 

（事業報告及び決算） 

第７条 この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，理事長が次の書

類を作成し，監事の監査を受けた上で，理事会の承認を受けなければならない。 

⑴ 事業報告 

⑵ 事業報告の附属明細書 

⑶ 貸借対照表 

⑷ 損益計算書 

⑸ 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち,第１号,第３号及び第４号の書類については，定時

評議員会に提出し，第１号の書類についてはその内容を報告し，その他の書類につい
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ては承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか，監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに，定款を

主たる事務所に備え置くものとする。 

（剰余金の分配禁止） 

第８条 この法人は，剰余金の分配を行うことができない。 

第４章 評議員 

（評議員の定数） 

第９条 この法人に評議員３名以上７名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第10条 評議員の選任及び解任は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成

18年法律第48号。以下「一般法人法」という。）第179条から第195条の規定に従い，

評議員会において行う。 

（評議員の任期） 

第11条 評議員の任期は，選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。ただし，再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は，退任した

評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は，第９条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任により

退任した後も，新たに選任される者が就任するまで，なお評議員としての権利義務を

有する。 

（評議員に対する報酬等） 

第12条 評議員に対して，各年度の総額が1,000,000円を超えない範囲で，評議員会に

おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を，報酬として支給するこ

とができる。 

２ 評議員には，その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 

第５章 評議員会 

（構成） 

第13条 評議員会は，すべての評議員をもって構成する。 

（権限） 

第14条 評議員会は，次の事項について決議する。 

⑴ 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任 

⑵ 理事及び監事の報酬等の額 

⑶ 評議員に対する報酬等の支給の基準 

⑷ 貸借対照表及び損益計算書の承認 

⑸ 定款の変更 

⑹ 残余財産の処分 

⑺ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第15条 評議員会は，定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか，必要がある

場合に開催する。 

（招集） 
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第16条 評議員会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき理事

長が招集する。 

２ 評議員は，理事長に対し，評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して，評

議員会の招集を請求することができる。 

（議長） 

第17条 評議員会の議長は，評議員会において互選する。 

（決議） 

第18条 評議員会の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員

の過半数が出席し，その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の決議は，決議について特別の利害関係を有する評議

員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

⑴ 監事の解任 

⑵ 評議員に対する報酬等の支給の基準 

⑶ 定款の変更 

⑷ その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，各候補者ごとに第１項の決議

を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上

回る場合には，過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達す

るまでの者を選任することとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，一般法人法第194条第１項の要件を満たし

たときは，評議員会の決議があったものとみなす。 

（議事録） 

第19条 評議員会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した評議員の中から選出された２名が，前項の議事録に記名押印する。 

第６章 役員 

（役員の設置） 

第20条 この法人に，次の役員を置く。 

⑴ 理事 ３名以上７名以内 

⑵ 監事 ２名以内 

２ 理事のうち１名を理事長，１名を常務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし，常務理事をもって一般法人法

第197条において準用する一般法人法第91条第１項第２号の業務執行理事とする。 

（役員の選任） 

第21条 理事及び監事は，評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び常務理事は，理事会の決議によって理事の中から選定する。 

３ 監事は，この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 

（理事の職務及び権限） 

第22条 理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，職務を執

行する。 

２ 理事長は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を代表し，その業務

を執行する。 
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３ 常務理事は，理事長を補佐し，理事会において別に定めるところにより，この法人

の業務を執行する。 

４ 理事長及び常務理事は，毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上，自己の職務

の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第23条 監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を

作成する。 

２ 監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，この法人の業務及

び財産の状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第24条 理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとする。ただし，再任を妨げない。 

２ 監事の任期は，選任後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。ただし，再任を妨げない。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとす

る。 

４ 理事又は監事は，第20条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任

により退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事として

の権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第25条 理事又は監事が，次のいずれかに該当するときは，評議員会の決議によって解

任することができる。 

⑴ 職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき。 

⑵ 心身の故障のため，職務の執行に支障があり，又はこれに堪えないとき。 

（役員の報酬等） 

第26条 理事及び監事に対して，評議員会において別に定める総額の範囲内で，評議員

会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給

することができる。 

（責任の一部免除） 

第27条 この法人は，一般法人法第198条において準用する一般法人法第111条第１項

の賠償責任について，理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）が職務を行

うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において，特に必要と認めるときは一般

法人法第198条において準用する一般法人法第113条に規定する最低責任限度額を控

除して得た額を限度として，理事会の決議によって，免除することができる。 

第７章 理事会 

（構成） 

第28条 理事会は，すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第29条 理事会は，次の職務を行う。 

⑴ この法人の業務執行の決定 

⑵ 理事の職務の執行の監督 
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⑶ 理事長及び常務理事の選定及び解職 

（招集） 

第30条 理事会は，理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは，各理事が理事会を招集する。 

（議長） 

第31条 理事会の議長は，理事長がこれに当たる。ただし，理事長が欠けたとき又は理

事長に事故があるときは，他の理事がこれに当たる。 

（決議） 

第32条 理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し，その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず，一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条

の要件を満たしたときは，理事会の決議があったものとみなす。 

（報告の省略） 

第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知

したときは，その事項を理事会へ報告することを要しない。 

２ 前項の規定は，第22条第４項の規定による報告については，適用しない。 

（議事録） 

第34条 理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は，前項の議事録に記名押印する。 

第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第35条 この定款は，評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は，この定款の第３条，第４条及び第10条についても適用する。 

（解散） 

第36条 この法人は，この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた

事由によって解散する。 

（残余財産の帰属） 

第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は，評議員会の決議を経て，

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）第５条

第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第38条 この法人の公告は，主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により

行う。 

 

附 則 

１ この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

18年法律第50号。以下「整備法」という。）第121条第１項において読み替えて準用す

る整備法第106条第１項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日か

ら施行する。 
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２ 整備法第121条第１項において読み替えて準用する整備法第106条第１項に定める

特例民法法人の解散の登記と一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行った

ときは，第５条の規定にかかわらず，解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし，

設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

３ この法人の設立の登記の日に就任する理事は，次に掲げる者とする。 

神田勉，山本裕光，中川欣哉，水口和彦 

４ この法人の最初の理事長は神田勉，常務理事は山本裕光とする。 

５ この法人の設立の登記の日に就任する監事は，次に掲げる者とする。 

和氣大輔 

 


